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告    示 

 
那覇市告示第 191 号  

平成 23 年３月１日  

 

平成 23 年度那覇市有料広告枠売買契約に係る一般競争入札の実施に

ついて（秘書広報課） 
  

地方自治法234条１項に基づき、一般競争入札により契約を締結するので那覇市契

約規則第13条の規定により、次のように広告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 業務名    平成23年度那覇市有料広告枠売買契約 

 (2) 履行場所   那覇市上之屋1丁目２番１号 秘書広報課 

 (3) 履行内容   仕様書による 

 (4) 契約予定日  平成23年４月１日 

 (5) 履行期間   平成23年４月１日から平成24年３月31日まで 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に揚げる事項のすべてを満たすものでなければ入札に参加することができま

せん。 

 (1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（以下「能力のない者」

という。）および破産者で復権を得ない者でないこと。 

   能力のない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し

同意権付与の審判を受けた人および未成年者で営業の許可を受けていない者を

いう。 

（2） 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

る者で、その事実があった後３年を経過しない者またはその者を代理人、支配

人その他の使用人もしくは入札代理人として使用する者でないこと。 

（3）市税を滞納していないこと。 

（4）経営状態が健全であると認められること。 

（5）公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市指名停止等措置要領に基づ

く指名停止の措置を受けている期間がないこと（那覇市指名停止等措置要領別

表第1および第2の各号に掲げる措置要件に該当していないこと） 

３ 入札執行の日時及び場所 

 (1) 日時  平成23年３月24日（木）午前10時 

 (2) 場所  那覇市上之屋３丁目２番１号 

       仮庁舎Ｂ棟２階「庁議室」 

  ※郵送による入札は認めません。 

４ 入札保証金 

入札保証金は、第１回目に見積もる契約金額（入札金額）の100分の５相当額

を加算した金額の100分の５以上とする。 
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５ 入札参加資格の確認申請 

 (1) 提出期限  平成23年３月14日（月）午後５時15分 

 (2) 提出場所  那覇市上之屋１丁目２番１号  仮庁舎Ｂ棟2階 秘書広報課 

６ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

７ お問い合わせ 

  那覇市総務部秘書広報課広報グループ 

  〒900-8585 那覇市上之屋１丁目２番１号 

  電話 098-862-9942  FAX 098-869-8190 

 

 

 

那覇市告示第 192 号  

平成 23 年３月１日  

 

平成23年度「広報なは・市民の友」印刷製本業務契約に係る条件付き

一般競争入札の実施について（秘書広報課） 
  

地方自治法234条１項及び地方自治法施行令第167条の五に基づき、条件付き一般

競争入札により契約を締結するので那覇市契約規則第13条の規定により、次のよう

に広告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 業務名    平成23年度「広報なは・市民の友」印刷製本業務契約 

 (2) 履行場所   那覇市上之屋1丁目2番1号 秘書広報課 

 (3) 履行内容   仕様書による 

 (4) 契約予定日  平成23年４月１日 

 (5) 履行期間   平成23年４月１日から平成24年３月31日まで 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に揚げる事項のすべてを満たすものでなければ入札に参加することができま

せん。 

 (1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（以下「能力のない者」

という。）および破産者で復権を得ない者でないこと。 

   能力のない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し

同意権付与の審判を受けた人および未成年者で営業の許可を受けていない者を

いう。 

（2） 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

る者で、その事実があった後３年を経過しない者またはその者を代理人、支配

人その他の使用人もしくは入札代理人として使用する者でないこと。 

（3）市税を滞納していないこと。 

（4）経営状態が健全であると認められること。 

（5）公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市指名停止等措置要領に基づ
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く指名停止の措置を受けている期間がないこと（那覇市指名停止等措置要領別

表第1および第２の各号に掲げる措置要件に該当していないこと） 

（6）本市に本店・支店がある業者 

３ 入札執行の日時及び場所 

 (1) 日時  平成23年３月24日（木）午前11時 

 (2) 場所  那覇市上之屋１丁目２番１号 

       仮庁舎Ｂ棟２階「庁議室」 

  ※郵送による入札は認めません。 

４ 入札保証金 

入札保証金は、第１回目に見積もる契約金額（入札金額）の100分の５相当額

を加算した金額の100分の５以上とする。 

５ 入札参加資格の確認申請 

 (1) 提出期限  平成23年３月14日（月）午後５時15分 

 (2) 提出場所  那覇市上之屋1丁目2番1号  仮庁舎Ｂ棟２階 秘書広報課 

６ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

７ お問い合わせ 

  那覇市総務部秘書広報課広報グループ 

  〒900-8585 那覇市上之屋１丁目２番１号 

  電話 098-862-9942  FAX 098-869-8190 
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公    告 
 

那覇市公告第 271 号  

平成 23 年２月 10 日  

掲 示 済  

 

平成23年度 那覇市消防複写機リース契約の入札の実施について（消

防本部総務課） 
地方自治法第234条第１項の規定に基づき、一般競争入札により契約を締結する

ので地方自治法施行令第167条の６及び那覇市契約規則第13条の規定により、次の

ように公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志    

 

１ 入札に付する事項 

（１） 契約案件名 那覇市消防複写機リース契約 

（２） 履行場所  那覇市消防本部及び各署所 

（３） 履行内容  契約書及び仕様書による 

（４） 契約予定日 平成23年４月１日 

（５） 契約台数  10台 

（６） 履行期間 

※長期継続契約  

    （那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

第２条第１号(又は第２号)に基づく長期継続契約） 

      平成23年４月１日から平成28年３月31日まで 

※特記事項 

     長期継続契約案件の入札及び契約には次の条件を付す。 

     1)各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又は 

継続するものであること。 

    2)予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合があること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に定める者に該当しないこと。 

３ 入札説明会の日時及び場所 

（１） 日時 平成23年３月８日（火）午後２時００分から 

（２） 場所 消防本部庁舎４階 講堂（那覇市銘苅２－３－８） 

４ 入札の日時及び場所 

（１） 日時 平成23年３月16日 (水) 午後２時００分から 

（２） 場所 消防本部庁舎４階 講堂（那覇市銘苅２－３－８） 

５ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第12条第1項に基づき免除する。 

６ 郵送による入札は認めない。 

７ 入札参加資格の確認 

入札執行前に、入札に参加しようとする者が、那覇市物品入札参加資格登録業
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者であること。 

８ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。 

９ 問い合せ先 

那覇市消防本部 総務課 総務係（担当：折笠） 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番８号 

電話 098-867-0119 ＦＡＸ 098-869-1190 

 

 

 

那覇市公告第 273 号  

平成 23 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

「那覇市緊急通報システム事業及び那覇市シルバーハウジング緊急通

報システム事業」に係る一般競争入札の実施について（ちゃーがんじ

ゅう課） 
地方自治法第234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施する。よっ

て、那覇市契約規則第13条の規定により、次のように公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 入札に付する事項 

那覇市緊急通報システム事業及び那覇市シルバーハウジング緊急通報システ

ム事業委託契約 

（１）事業内容 

    市で決定した利用者の自宅に、高齢者でも操作しやすいボタン一つで通話

及び急を知らせることができる機器（以下「緊急通報システム機器」という。）

を設置し、通報を受けた場合に、速やかな援助を行う。また、久場川市営住

宅及び石嶺市営住宅のシルバーハウジング入居者から通報を受けた場合に、

速やかな援助を行う。 

（２）受託者が行う主な業務 

   ①緊急通報システム機器の貸与、24時間体制での緊急通報対応等。 

   ②緊急通報システム機器の設置、保守管理、修繕、撤去等。 

   ③利用者の安否確認（定期コール、災害コール等）及び相談サービス等。 

    シルバーハウジング入居者に対しては、①②の一部が異なる部分あり。 

他詳細については、受託者募集要領に記載。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者 

（２）沖縄県内に本店、支店等の事業所がある者 

（３）沖縄県内で事業実績が１年以上ある者 

（４）法人市民税等を完納している者 
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（５）消費税を完納している者 

（６）賃金不払等社会的不正行為がない者 

（７）業務執行において不正行為がない者 

（８）経営及び信用の状況が良好である者 

３ 説明会の日時及び場所 

（１）日時 平成23年３月３日（木）午前10時 

（２）場所 那覇市役所仮庁舎 Ｂ棟 ２階 庁議室 

       会場にて受託者募集要領を配布する。 

４ 入札参加申請書の受付期間及び場所 

（１）期間 平成23年３月４日（金）から平成23年３月15日（火） 

     午前８時30分から午後５時15分 

（２）場所 那覇市役所仮庁舎 Ｃ棟１階  

ちゃーがんじゅう課 在宅福祉グループ 

５ 入札執行の日時及び場所 

（１）日時 平成23年３月23日（水）午後３時 

（２）場所 那覇市役所仮庁舎 Ｃ棟１階 教育福祉委員会室 

６ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。 

７ お問い合せ先 

  那覇市健康福祉部 ちゃーがんじゅう課 在宅福祉グループ 

電話  ０９８－８６２－９０１０（直通） 

ＦＡＸ ０９８－８６２－９６４８（直通） 

 

 

 

那覇市公告第 275 号  

平成 23 年２月 17 日  

掲 示 済  

 

「グループウェアシステム構築業務」に関する情報提供依頼について（情報

政策課） 
グループウェアシステム構築業務について情報提供依頼を実施するので、次のと

おり公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 件 名 「グループウェアシステム構築業務」に関する情報提供依頼 

２ 依頼内容 グループウェア製品説明、システム構築実績、概算見積等の提出 

３ 提出期限 平成23年３月11日（金） 

４ 問合せ先  那覇市 企画財務部 情報政策課  担当 泉・島袋 

 TEL:098-861-5044  FAX:098-862-0619 

 E-Mail：M-JYOHO001@neo.city.naha.okinawa.jp 
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５ 詳細内容 業務仕様書や提出資料等の詳細につきましては、那覇市公式ホーム

ページをご確認ください。 

６ 留意事項 本件で提供頂いた情報につきましては、具体的な発注仕様の検討を

する際の参考情報として活用させて頂きます。システム調達時におけ

る提案依頼あるいは競争入札についての指名をお約束するものではな

いことをご了承ください。 

 

 

 

那覇市公告第 283 号  

平成 23 年３月１日  

 

平成 23 年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託の入札の実施に

ついて（管財課） 
 

地方自治法第234条第1項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施する。 

よって、地方自治法施行令167条の6及び那覇市契約規則第13条の規定により、

次のように公告する。 

                

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 平成23年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託 

（２）履 行 場 所 別表１：清掃業務委託各施設 

別表２：警備業務委託各施設 

（３）履 行 内 容 各業務委託の仕様書による（入札説明会で仕様書説明） 

（４）契約予定日 平成23年４月１日 

（５）履 行 期 間  

ア 単年度契約案件 

  平成23年４月１日から平成24年３月31日まで 

イ 長期継続契約案件  

      （那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

第２条第１号(又は第２号)に基づく長期継続契約） 

※特記事項 

       長期継続契約案件の入札及び契約には次の条件を付す。 

       1)各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又は継

続するものであること。 

2)予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合があること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 清掃業務及び警備業務の制限付一般競争入札に参加することができ

る者は、次の条件を具備する者で、かつ、那覇市庁舎等清掃業務委託及

び警備業務委託競争入札参加者資格等に関する要綱第５条第 1 項に規

定する制限付一般競争入札参加資格者名簿に登録されている者でなけ

ればならない。 

（１）営業実績が２年以上あること。 
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（２）那覇市の市税を完納していること。 

（３）県内に本店があり、かつ、本店、支店及び営業所のいずれかを本

市に有すること。 

（４）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（５）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（６）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（７）経営及び信用の状況が良好であること。 

（８）清掃員又は警備員の制服制度があること。 

（９）従業員数(清掃業務にあっては清掃員数、警備業務にあっては警

備員数)が５人以上であること。 

（10）警備業務にあっては公安委員会認定の業者であること。 

(11) 清掃業務にあっては県知事登録業者であること。 

（12）その他市長が必要と認める条件 

３ 入札執行の日時及び場所 

（１）清掃業務委託 

   日 時 平成23年３月23日(水) 午後１時30分開始 

   場 所 那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎３階職員研修所 

（２）警備業務委託 

   日 時 平成23年３月24日(木) 午後１時30分開始 

   場 所 那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎３階職員研修所 

４ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

５ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第12条第1項に基づき免除する。 

６ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

７ 郵送による入札は認めない。 

８ 留意事項 

入札実施後、正当な理由が認められないのに契約を履行しない場合は、今後一

定期間の入札参加停止処分とする。 

９ お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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別表１：清掃業務委託各施設 

 施  設  名 担当課（室） ランク

1 那覇市公民館・図書館 中央公民館 Ａ 

2 那覇市民会館 文化振興課 Ａ 

3 那覇市役所仮庁舎 管財課 Ａ 

4 公設市場 なはまちなか振興課 Ａ 

5 那覇市上下水道局庁舎 上下水道局総務課 Ｂ 

6 新都心銘苅庁舎 管財課 Ｂ 

7 交通広場及び情報センター 道路管理室 Ｃ 

8 真和志庁舎 管財課 Ｃ 

9 壺屋焼物博物館 博物館（壺屋焼物博物館） Ｃ 

10 パレット市民劇場 文化振興課 Ｃ 

11 那覇市消防本部庁舎 消防本部総務課 Ｃ 

12 那覇市北保健センター 健康推進課 Ｃ 

13 首里支所庁舎 市民課（首里支所） Ｃ 

14 小禄支所庁舎 市民課（小禄支所） Ｃ 

15 那覇市歴史博物館 博物館（歴史博物館） Ｃ 

16 那覇市中心商店街にぎわい広場 なはまちなか振興課 Ｃ 

17 喜納ビル 管財課 Ｃ 
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別表２：警備業務委託各施設 

 施  設  名 担当課（室） ランク

1 新都心銘苅庁舎 管財課 Ａ 

2 那覇市役所仮庁舎 管財課 Ａ 

3 那覇市上下水道局庁舎 上下水道局総務課 Ａ 

4 公設市場 なはまちなか振興課 Ａ 

5 壺屋焼物博物館 
博物館 

（壺屋焼物博物館） 
Ａ 

6 玉陵・識名園 文化財課 Ａ 

7 真和志庁舎 管財課 Ｂ 

8 首里支所庁舎 市民課（首里支所） Ｂ 

9 小禄支所庁舎 市民課（小禄支所） Ｂ 

10 那覇市民会館 文化振興課 Ｂ 

11 真嘉比小学校外７校 教育委員会施設課 Ｂ 

12 安謝小学校外６校 教育委員会施設課 Ｂ 

13 城東小学校外６校 教育委員会施設課 Ｂ 

14 高良小学校外６校 教育委員会施設課 Ｂ 

15 泊小学校外５校 教育委員会施設課 Ｂ 

16 神原小学校外５校 教育委員会施設課 Ｂ 

17 真和志小学校外５校 教育委員会施設課 Ｂ 

18 天妃小学校外５校 教育委員会施設課 Ｂ 

19 若狭外１５市営住宅 市営住宅室 Ｃ 

20 リサイクルプラザ クリーン推進課 Ｃ 

21 那覇市し尿等下水道放流施設 クリーン推進課 Ｃ 

22 
まちづくり協働推進課及び協働大使活動

支援センター 
市民協働推進課 Ｃ 

23 久茂地公民館・図書館 中央公民館 Ｃ 

24 交通広場及び情報センター 道路管理室 Ｃ 

25 漫湖公園外各公園 公園管理室 Ｃ 

26 那覇市緑化センター棟 公園管理室 Ｃ 
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教育委員会告示 
 

那覇市教育委員会告示第６号  

平 成 2 3 年 ２ 月 ３ 日   

掲 示 済  

 

那覇市体育施設の指定管理者の指定について（市民スポーツ課） 
 

那覇市体育施設の管理・運営を行わせる指定管理者の指定について、地方

自治法第244条の2第6項の規定に基づき平成22年12月定例議会において承認

されましたので、次のとおり告示します。 

 

那覇市教育委員会     

教育長 城 間 幹 子  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

名称          所在地 

（１）那覇市民体育館     那覇市字識名1227番地 

（２）漫湖公園市民庭球場   那覇市鏡原町37番1号 

（３）那覇市民首里石嶺プール 那覇市首里石嶺町2丁目70番地9 

２ 指定管理者となる団体 

 名 称 特定非営利活動法人 那覇市体育協会 

 所在地 那覇市字識名1227番地 

 代表者 会長 石川秀雄 

３ 指定期間 

平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 
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消防本部公告 
 

那覇市消防本部公告第３号  

平 成 23 年 ２ 月 10 日  

掲 示 済  

 

消防法に基づく命令の公告について（消防本部総務課） 
 

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第4項及び法第17条の4

第1項の規定により命令を行ったので、法第8条第5項及び法第17条の4第3項において

準用する法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。 

 

那覇市消防本部   

消防長 宮平 智  

 

命令事項 

1 防火対象物の所在地 那覇市泊二丁目22番地10 

2 防火対象物の名称  シティーフロント春海ユースホステル 

3 命令を受けた者   大浜 皓 

4 命令事項  

(1) 平成23年2月25日までに、消防計画を作成し、那覇市中央消防署長に届ける

こと。 

(2) 平成23年3月31日までに､自動火災報知設備を有効に作動することができる

ように改修すること｡ 

(3) 平成23年3月31日までに､2階に設置されている避難器具(緩降機)を使用でき

るように改修すること｡ 

(4) 平成23年3月31日までに､2階、3階及び4階に設置されている誘導灯(非常照明

兼用型階段通路誘導灯を含む｡)の予備電源を改修すること｡ 

5 命令年月日     平成23年2月10日 
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上下水道局規程 
 

那覇市上下水道局規程第１号  

平 成 2 3 年 ２ 月 1 5 日  

公 布 済  

 

那覇市上下水道局契約事務規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

那覇市上下水道事業管理者    

上下水道局長 宮 里 千 里  

 

那覇市上下水道局契約事務規程の一部を改正する規程（上下水道局総務課） 
 

 那覇市上下水道局契約事務規程(平成17年那覇市水道局規程第1号)の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

(一般競争入札参加の制限) (一般競争入札参加の制限) 

第2条 地方自治法施行令(昭和22

年政令第16号。以下「施行令」

という。)第167条の4第2項各号

のいずれかに該当すると認めら

れる者は、その事実があった後2

年間一般競争入札に参加させて

はならない。その者を代理人、

支配人その他の使用人又は入札

代理人として使用する場合につ

いても同様とする。 

2 [略] 

第2条 地方自治法施行令(昭和

22年政令第16号。以下「施行令」

という。)第167条の4第2項各号

のいずれかに該当すると管理

者が認めるときは、3年以内の

期間を定めて一般競争入札に

参加させないこととする。その

者を代理人、支配人その他の使

用人又は入札代理人として使

用する場合についても同様と

する。 

2 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する

改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程による改正後の第2条第1項の規定は、一般競争入札に参加しようとす

る者がこの規程の施行の日（以下｢施行日｣という。）以後の事実により地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認

められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号のいずれかに該当す

ると認められる者については、なお従前の例による。 
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